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市
内
の
団
体

ま
た
は
サ
ー
ク
ル
で
、
お
お
む
ね

15
人
以
上
の
参
加
が
見
込
ま
れ
る

団
体
（
た
だ
し
、
政
治
活
動
や
宗

教
活
動
、
営
利
活
動
を
目
的
と
す

る
団
体
は
除
く
）。

年
末
年
始
を
除
く

午
前
９
時
30
分
か
ら
午
後
９
時
ま

で
の
間
で
、
時
間
は
30
分
〜
90
分

と
し
ま
す
。市

内
限
定
と
し
、
申
込

団
体
が
会
場
を
準
備
し
て
く
だ
さ

い
。
会
場
借
用
に
費
用
が
発
生
す

る
場
合
は
、
申
込
団
体
の
負
担
と

な
り
ま
す
。
市
の
施
設
を
使
用
す

る
場
合
は
無
料
で
す
。総

務
部
市
長

公
室
（
市
役
所
迫
庁
舎
２
階
）
に

備
え
付
け
の
出
張
市
役
所
開
催
申

込
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
開
催
希
望
日
の
２
週

間
前
ま
で
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。総

務
部
市
長
公
室
（
広
報
広
聴
係
）
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